
令 和 ４ 年 7 月
兵庫県・全国知事会
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管理番号170

8

重点番号23：地震防災緊急事業五箇年計画について他計画での代替を可能とすること並びに計画策定手続及び進捗管理の簡素化（兵庫県）



地震防災緊急事業五箇年計画
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［地震防災対策特別措置法］
（地震防災緊急事業五箇年計画の作成等）
第二条 都道府県知事は、（中略）都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地
震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初
年度とする五箇年間の計画を作成することができる。

２ 都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらか
じめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

３ 都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらか
じめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内
閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければ
ならない。 （以下略）

（地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等）
第四条 地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に
掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法
令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 （以下略）

◆都道府県知事が策定する五箇年の計画。兵庫県では令和３年度～７年度を第６次と
して策定。

◆緊急的に整備すべき施設等を本計画に記載することで、対象事業（福祉施設・学校
整備等に限る）の一部で補助率のかさ上げが認められる場合がある。

※五箇年計画（策定任意）の内容は地域防災
計画（策定義務）に包含

※関係省庁の意見を聴くのは内閣総理大臣
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計画の内容
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【総括編】
１ 目的
２ 想定される地震被害
３ 地震防災対策の実施に関する目標
４ 総括表

【施設別編】 ※右事例参照

１ 対象施設の整備に係る中長期目標の考え方
２ 五箇年計画への計上の考え方
３ 整備計画

a 年次計画
b 個別計画
・事業名
・事業主体
・事業量
・概算事業費
・実施予定年度
・所管省庁名
・実施目標との関係

【兵庫県計画（施設別編）の例】
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支障①：関係省庁との事前調整等が負担

（地震防災緊急事業五箇年計画作成要領から抜粋）

◆計画策定にあたり、計画に記載する全事業※について、個別省庁との下調整→内閣
府と事前協議→内閣府と正式協議→同意の手順が求められ、労力を要している。
※補助率の嵩上げ対象外の事業も含む。実際に補助率の嵩上げが認められるかは計画策定後

の個別協議に委ねられ、計画の作成及び事業の記載が、必ずしも嵩上げには直結していない。
【協議等に要する期間】 計画原案作成・下調整：２ヶ月程度、事前協議：２～３ヶ月程度、正式協議：２ヶ月程度

【事前調整に係るその他の支障例】

 各省庁（地方支分部局を含む）の事業担当課にまで本計画に係る
事前調整について連絡が入っておらず、協議の申し入れを拒まれ
た事例が見られる。

 正式協議の開始後は修正が認められず、県（市町）の予算編成等
に応じた機動的な対応ができない。

 正式協議にあたり、法第２条第３項の規定により都道府県知事に
よる市町村長への意見聴取が必要だが、証拠書類として県内全
市町長名による同意文書の取得・提出が求められる。 4
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関係省庁との事前調整
◆対象区分・府省庁ごとに事前調整を実施する必要がある。
◆兵庫県の場合、約半年かけて６省庁※と27区分・39事業の調整を行い、計画を策定。

※文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、消防庁、警察庁の各事業担当課

（兵庫県計画から抜粋）
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（以下省略）

（一括の窓口はない）
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支障②：事業の進捗状況等の管理が負担
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◆計画に記載した全個別事業について、毎年度国による詳細な進捗管理（入札・設計変
更による増減額等も含む）が求められ、県・市町ともに回答作成に係る業務負担が大きい。

【照会の目的】
調査結果は、防災白書において「地震防災
緊急事業五箇年計画の概算事業量等」とし
て公表されるが、

・全都道府県が計画を策定する前提になって
いるのではないか。（実質的に義務化）

【照会の内容】
事業量ベースと事業費ベース両方の回答、
事業費については入札・設計変更等による
増減額等も求められているが、

・事業の進捗は事業費ベースのみで把握で
きるのではないか。

・全都道府県のデータを合計で示す※のであ
れば、個別事業の入札・設計変更等による
増減額等を把握する必要はないのではない
か。 ※p7の防災白書附属資料参照

・事業量や事業費は国庫補助の実績報告で
も把握できるのではないか。
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進捗状況等において報告する内容

【記載項目（事業費ベース）】
①入札等による減額事業（計画事業費、入札等減額分、実施事業費）
②設計変更等による増額事業（計画事業費、設計変更等増額分、実施事業費）
③その他の事業（計画事業費、実施事業費）
④計画事業費（全体）、国費の額
⑤実施事業費（全体）、国費の額、嵩上げ額
⑥進捗率

【記載項目（事業量ベース）】
①計画計上した事業量（ha、km、箇所等）
②実施した事業量（同上）
③進捗率

① ② ③
④ ⑤

⑥

① ② ③
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◆１号～19号の事業種別・省庁別に、県及び県内市町の個別を積み上げて報告している。
（事業費や事業量は、補助事業実績報告においても把握可能な内容）
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【参考】進捗状況の公表（令和４年防災白書）
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◆計画の進捗状況は、防災白書の附属資料として公表されている（全国の数値を合算）。
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求める措置
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【理由】

・整備に係る緊急性の判断は、地域の実情を把握している都道府県が行うことが望ましく、
策定が任意である計画に国の同意を求める必要性が乏しい。

【効果】
◎計画策定に伴う負担軽減、策定の迅速化が図られる。

◆補助率のかさ上げ対象事業であるか否かを問わず、計画策定時の国との下調整・協
議及び内閣総理大臣による同意を不要とすること。

◆計画に記載した全個別事業の進捗管理を簡素化すること。
（例１）事業量ベースの進捗管理をやめ、事業費ベースのみとする

（例２）入札・設計変更等による増減額の記載をやめ、計画事業費と実施事業費のみの
比較とする

【理由】
・入札・設計変更等の途中経過を詳細に報告する必要性が乏しい。
・国庫補助の実績報告において、事業費・事業量及びその他詳細な情報を把握可能。

【効果】
◎進捗管理に伴う負担軽減が図られる。
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